
林産試験場創立25周年記念特別講演会

　去る10月29日旭川市内拓銀ビル8階ホールにおいて，北海道林産試験場創立25周年を記念して，
北海道林産技術普及協会，日本木材加工技術協会北海道支部の三者共催による特別講演会が催され
ました。
　当日は180名を越す方々の熱心な聴講があり極めて盛会裡に終了することが出来ました。
　本稿は当日お二人のご講演下さった内容を編集部において記録し取り纏めたものであります。紙
数の関係でその全文を掲載出来ませんが，努めてその主旨を損わないよう配慮したつもりです。し
かし十分に意の尽せなかった点もあろうかと存じますが，その責は全べて編集部にあります。

特別講演
枠　組　壁　工　法　に　つ　い　て

カナダBC州林産業審議会
　　　　　　　日本総代表　デヴィット・グラハム氏

　日本の木材需要の長期的傾向は，一時的な変動によ
る増減はあっても，かなりの割合で上昇している。第
1表は農林省統計局の資料から求めたものであるが，
1973年に建築用針葉樹材として日本全体で1億立方米
を消費した。1981年には1億3500万立方米，1991年に
は1億6500万立方米に達することが予想される。
　この需要に対して，1973年に国内で供給できた量は
4000万立方米にすぎなかった。そして1981年，1991年
になっても，この供給量の伸びは期待できず，やはり
4000万立方米程度だと思われる。
　この需要と国内供給の差は輸入にたよるほかなく，
総消費量に対する輸入量の比率は，1973年に60％であ
ったものが1981年には70.4％，1991年にはついに75％
に達するものと考えられている。
（2） カナダの木材事情
　現在，日本が消費している建築用針葉樹外材の輸入
元はアメリカ，ソ連，カナダで，その比率はおおまか

1． 日本及びカナダの木材事情

  昨年(昭和49年)8月に日本で枠組壁工法技術を基準
が告示された。日本がなぜこの工法をオープン化した
かという点について考えてみると，理由として次の2
点があげられる。
  (1) 日本の木材需要

第1表　日本国内建築用針葉樹消費量の現状と見通し

には第2表のように，それぞれ60

％，35％，5％である。輸入される

木材の形状はアメリカ材は丸太又は

角材（キャンツ），ソ連材はほとん

どが丸太，カナダ材はすべて製材と

なっている。

　日本は建築様式がちがうため国内

枠組壁工法に使用される製材の寸法を説明する
グラハム氏
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第2表　国別輸入量

で製材することが多く，従来から丸太による輸入を希

望してきた。これに対しては主としてアメリカがこた

えてきた。カナダは約100年前から法律で丸太での輪

出が禁止されていて，先にも述べたように製材の輸出

しかできない事情にある。

　ところで，アメリカの木材輸出の事情が変ろうとし

ている。というのは，丸太のまま輸出するための森林

の伐採を連邦政府所有林で禁止するというワイアット

法が最近成立した。また，日本向け丸太の主産地であ

るワシントン，オレゴン両州でも州政府所有林に関し

て同様趣旨の法律を制定するうごきがある。するとも

はや日本はアメリカから丸太で建築用針葉樹材を輸入

することはできなくなるわけである。

　今までアメリカは自国産の木材を丸太で日本に高く

売って（日本と韓国が競争して価格をつり上げてき

た），自国消費としては安いカナダの製材を買ってい

た。丸太で輸出できなくなると，アメリカは製材して

自国で消費するほかなくなり，その分だけカナダから

の輸入が減少することになる。カナダとしては今まで

アメリカに輸出していたものがストップして困ること

になるが，日本もアメリカから輸入できないことにな

る。そこで日本はアメリカの代りにカナダから輸入

し，カナダはアメリカの代りに日本に輸出することに

すると，ここで両国の利害が一致する。ただし，カナ

ダは丸太での輸出はできないので，日本には製材で買

第3表　プレーナ加工材の断面寸法

ってもらうよりほかない。

　ところで，カナダでも天然林の蓄積比率は除々に低

下している。将来は植栽林から伐採されるもので，現

在に比べて直径の小さい原木を使用することになるだ

ろう。直径の小さい原木からキャンツのようなものを

とると，規格材である枠組壁工法用製材をとるのに比

較して歩止りが悪くなる。結局，日本は高い木材を輸

入することになる。また，カナダとしても北米大陸で

流通している規格の製材で輸出できることは好ましい

ことであり，日本にはぜひこの規格の製材を買ってほ

しい。

　以上の2点から，これから日本は北米大陸で流通し

ている規格の製材をカナダから輸入することになるだ

ろう。そのとき建築様式も北米大陸で一般化している

枠組壁工法にするのが一番自然な事であるし，経済的

なメリットも大きいと思われる。

2． 枠組壁工法に使用される製材

　枠組壁工法に使用される製材の種類は，基本的には

第3表のように6種類しかない。いずれも厚さは未乾

燥材で1 9/16インチすなわち40mmであり，幅だけがち

がっている。日本もこれにならって枠組壁工法構造用

製材の日本農林規格（農林省告示第600号）を制定し

た。ただ日本では土台用として404材をつけ加えてあ

る。しかし，規格の本筋は日本も北米大陸も同じにな

っている。なお，枠組壁工法に使用する製材は断面寸

法の正確さを保証するために必ず鉋掛けをするが，第

3表の寸法は鉋掛けした後の数値である。

　カナダで産出される針葉樹材の樹種名と商取引上の

名称を第4表に示した。このうち太平洋側の海岸地帯
から産出する木材はHem－Fir（ヘ

ム・ファー）と一括して呼ばれるウ

ェスタン・ヘムロックとアマビリス

・ファーが主体であり，北部及び中

部山岳地帯からはS．P．Fと略称さ

れるスプルース，パイン，ファー類

が産出する。Hem－Firは普通生材

のまま直接船積みして輸出される。
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S．P．Fは港まで鉄道を利用して輸送するので，重

量を軽くする必要性から乾燥してから出荷される。

Hem－Firが生材のまま輸送される別の理由には，こ

の樹種は乾燥すると材質が硬くなり釘打ちが困難にな

ったり，割れが発生しやすいことにもある。

　そのようなわけで，枠組壁工法用製材には生材と乾

燥材があり，寸法も生材に比べて乾燥材は小さくなっ

ている。日本農林規格でも，たとえば204G材，204D

材と区別している。Gはグリーン（未乾燥の状態），

Dはドライ（乾燥の状態）の頭文字である。

　枠組壁工法に使用される製材は，一括してプレーナ

ー加工材（ドレスド・ディメンション・ランバー）と

総称されるが，用途によって第5表のように5種類に

分けられる。日本の農林規格で甲種枠組材となってい

るものは構造用軽量フレーム，構造用ジョイスト及び

構造用プランク，間柱の3種を包含したものに相当

し，乙種枠組材は構造用軽量フレームに相当する。等

級は各種類別に数等級に区分されているが，区分の考

え方は構造材としての強さを保障することを主体とし

ている。したがってカナダでは（アメリカでも同じ），

第6表，第7表のように樹種，等級別に許容応力度が

決められている。日本ではまだそこまで決められてい

ない。
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3． 日本における枠組壁工法普及上の問題点

　建設省から技術基準が，農林省から製材規格がそれ

ぞれ告示されて枠組壁工法はオープン化されたが，こ

の工法が日本で普及するにはまだまだ時間がかかるの

ではないかと思う。普及をはかるためにはいろいろな

方法をとらなければならないだろうが，主として次の

3点の改善をするのが大切だと思う。

（1）建築モジュールの統一

　日本の建築寸法単位（モジュール）は各地でちがっ

ている。これでは構造用合板の寸法も決まらないだろ

うし，各部に使用する建材や部品がまちまちになって

しまう。これは結局，建築コストを押し上げることに

なり，住宅の価格の点から普及をさまたげることにな

るだろう。

 （2）建築技術者の訓練

　日本の建築大工の技術は高い水準にあり，これらの

技能者を枠組壁工法に使用するのはもったいない。彼

等の技術を生かせるのは，内装仕上げの工程ぐらいし

かないのではないかと思う。

　しかし，枠組壁工法に技術が不要かというと，けっ

してそうではない。枠組壁工法で住宅を安価に建てる

には，大工の生産性を高めなければならず，そのため

にはこの工法独自の道具やその使い方，また施工のや

り方がある。

　これから大工や配管工，電気工などの賃金はどんど

ん上昇するだろうが，それに見合った生産性があがる

ように訓練してゆかなければならない。

 （3）製材や建築資材の流通機構の簡素化

　日本の流通機構は相当に複雑で時間がかかる。製材

についてみると，日本の港に着いてから建築現場にと

どくまでに1年近くもかかってしまう。港に入ってか

らすくなくとも4～5ヵ月で建築現場にとどくように

したい。使用するまでべた積みで何ヵ月も放置すると

積み荷の表側の材料は乾燥して割れたり狂ったりする

し，内の方の材料にはかびがはえてしまう。そのむだ

は25％にもなるだろう。

　イギリスにカナダから製材を輸出した時も，当初同

様な問題があった。イギリスの業者にまかせっきりに

していたら，数年たっても枠組壁工法は普及しなかっ

たろう。とうとうカナダの製材業者がしびれをきらし

て，独自の流通機構を整備して販売にのりだしたが，

こうしてはじめて普及した経験がある。

　日本は言葉も習慣もまるでちがうので，イギリスの

時と同じようなことができるとは思わない。流通機構

の簡素化は日本側の問題である。しかし，これをやら

なければ枠組壁工法の普及は難かしいだろう。

※　カナダB．C州林産業審議会について

　その頭文字をとってCOFIと略称されるカナダ

B．C州林産業審議会（Council of Forest Industries

of British Columbia）は，1960年にB．C州製材協

会，B．C州合板協会他の団体が会員となって発足し

たと言われ，1972年には北方内装材協会（Nortern

Interia Lumbermen′s Association）も加盟した。こ

の協会は現在NILS（Northern Inland Lumber

Sector，ユーコン州及びB．C州）と呼ばれており，

これに対して海岸地方の製材業界をCLS（Coast

Lumber Sector）と呼び区別している。

　COFIの活動はきわめて多方面にわたっており，

製材や合板の規格制定，格付業務ばかりでなく，林業

経営から林産物の貿易に関するまでの立法，法制化え

の働きかけ，林業，林産業全般にわたる統計・技術資

料の収集，提供にまで及んでいる。とくに重点をおい

ているのは林産物の輸出で，海外市場開拓のために世

界各地に事務所をもっている。

　会員団体の製品を使用してもらうために種々なキャ

ンペーンを行うと同時に，研究・技術開発に巨額の投

資を行っている。成果の公表も常に専門家向けと一般

大衆向けを区別して資料を発行し，すでに180種にも

のぽっていると言われる。

　日本事務所は東京と大阪にあり，東京事務所は

　　東京都港区赤坂1－5－15　溜池アネックス6階

にある。


